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５．健康と安全・安心 

5.1 栄養機能 

5.1.1 栄養成分 

アオギスは、かつては東京湾でシロギスとともに漁獲、食用とされていたが、現在は絶滅

危惧種となっており、栄養機能については不明である。漁獲されていた頃は、青臭いので寿

司種には使用されない以外は、シロギスと同様の利用がされたことから、肉質等はシロギス

に近いものと考えられる（阿部・末広 1985）。 
 

5.1.3 旬と目利きアドバイス 

5.1.3.1 旬 

 旬はシロギスと同様に夏で、かつては八十八夜から漁期となり、アオギスの脚立釣りが江

戸前の風物詩となっていた（末広 1983）。 
 

5.1.3.2 目利きアドバイス 

現在は絶滅危惧種となっており、本項目の記述にはそぐわないため、一般的な記述にとどめ

る。 
 鮮度が良いものは、以下の特徴があり目利きのポイントとなる。 
①体表の光沢が良く、斑点や模様が鮮やかである。②鱗がはがれていない。③目が澄んでい

る。④鰓が鮮やかな赤色である。⑤臭いがしない。⑥腹部がかたくしっかりしていて、肛門

から内容物が出ていない（須山・鴻巣 1987）。 
 

5.2 検査体制 

5.2.1 食材として供する際の留意点 

 現在、食材としての流通は一般的ではない。 

 

5.2.2 流通における衛生検査および関係法令 

 生食用生鮮魚介類では、食品衛生法第 11 条より、腸炎ビブリオ最確数が 100/g 以下と成分

規格が定められている。 
 

5.2.3 特定の水産物に対して実施されている検査や中毒対策 

本種に該当する特別な検査等はない。 

 

5.2.4 検査で陽性となった場合の処置・対応 

市場に流通した水産物について、貝毒や腸炎ビブリオ最確数において、基準値を超えると

食品衛生法第 6 条違反（昭和 55 年 7 月 1 日，環乳第 29 号）となる。 
 

5.2.5 家庭で調理する際等の留意点 

 現在、食材としての流通は一般的ではない。 
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